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 借入申込書 １ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 市指定用紙、追加融資の場合は既存融資残高が分かる書類添付 

 信用保証委託申込書 ２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 千葉県信用保証協会指定用紙 

 信用保証依頼書 ２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 千葉県信用保証協会指定用紙 

 申込人（企業）概要 ２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 千葉県信用保証協会指定用紙 

 個人情報の取扱いに 

関する同意書 
２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

千葉県信用保証協会指定用紙 

過去に包括同意をしていない場合 

「経営者保証に関する

ガイドライン」等に

係るご説明 

 

２ ● ● ● ● ● ● 
千葉県信用保証協会指定用紙 

経営者保証を提供する場合 

 決算書 ２(写) ● ● ● ●   直近２期分、同一年度内で２回目申込時は直近１期分 

 残高試算表 ２ ● ● ● ●   決算日から６か月以上経過の場合 

 確定申告書 ２(写） △ △ △ △ △ △ 直近２期分、同一年度内で２回目申込時は直近１期分 

 履歴事項全部証明書 ２(１部原本) ● ● ● ● ● ● 
初回申込時、その他変更があった場合、 

創業資金は既に事業を開始している場合 

 定款 ２(写) ● ● ● ● ● ● 
初回申込時、その他変更があった場合、 

創業資金は既に事業を開始している場合 

 印鑑証明書 ２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
３か月以内のもの、初回申込時、その他変更があった場合、 

申込者及び連帯保証人 

 市町村税納税証明書 ２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
直近のもの、申込者及び連帯保証人、 

申込者(個人)及び連帯保証人が非課税の場合は非課税証明書 

 許認可証等 ２(写) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 許認可等を必要とする業種の場合（２回目以降申込時にも提出） 

 宣誓書 ２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 
千葉県信用保証協会指定用紙 

飲食業者及び建設業者で軽微な工事を行っている場合 

 受注明細書 ２(１部原本) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 建設業者及び受注生産を行う製造業者 

 設備資金検討表 ２(１部原本)  ◎  ◎  ◎ 千葉県信用保証協会指定用紙 

 見積書、契約書等 ２(写)  ◎  ◎  ◎ カタログ、パンフレットなど添付 

 建築確認申請書 ２(写)  ◎  ◎  ◎ 新築、増築の場合 

 承諾書、賃借契約書 ２(写)  ◎  ◎  ◎ 賃借店舗の増改築の場合 

 創業計画書 ２(１部原本)     ◎ ◎ 千葉県信用保証協会指定用紙 

個人事業の届出書等 ２(写)     ◎ ◎ 税務署の開業等届出書又は千葉県税事務所の開始等報告書 

 同意書 １ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 借入申込及び利子補給時の納税状況の確認に係る同意書 

法人は会社及び連帯保証人  委任状 １ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 市指定用紙、利子補給時の交付申請・請求・受領に係る委任状 

 

※特定非営利活動法人（特定ＮＰＯ法人）の場合、上記書類以外に下記書類が必要となります 

「事業報告書」、「計算書類（活動計算書及び貸借対照表）及び財産目録」、「年間役員名簿」、「社員のうち１０人以上の者

の氏名及び住所を記載した書面」、「確定申告書（確定申告を必要とするＮＰＯ法人の場合）」 

 

※上記書類以外に書類を提出していただく場合があります 

※提出書類は、すべてＡ４版に揃えてください（原本がＡ４版以外のものは､原本のみそのまま) 

※決算書及び確定申告書はなるべく両面印刷をしてください 

※過去１０年間に融資実績がない場合は、初回申込時と同様の書類の提出をお願いします 

 

 

 

 
               

 

 

令和８年度 

 

袖ケ浦市 

 

中小企業融資資金制度のご案内 

 

 

 

 

 

袖ケ浦市  商工観光課  

電話  ０４３８－６２－３４２８  

２９９－０２９２  

袖ケ浦市坂戸市場１－１  



袖 ケ 浦 市 中 小 企 業 融 資 資 金 制 度 一 覧 表（令和８年４月１日） 
資金名 使途 対象者・要件 融資限度額 融資期間 償還方法 融資利率 利子補給率 連帯保証人及び担保 

運転資金 
原材料、商品の購入等、

諸経費の支払等に必要な

資金 

１ 市内に事業所、店舗を有すること 

２ 市内で１年以上引き続き同一事業を営む

中小企業者又は小規模企業者（常時使用 

する従業員が２０人（商業・サービス業

にあっては５人）以下） 

３ 市税の滞納がない中小企業者又は小規模

企業者 

２，５００万円 ５年以内 割賦償還 

１年以内 

年２．７％ 

 

１年超３年以内 

年３．２％ 

 

３年超５年以内 

年３．５％ 

 

５年超７年以内 

年３．７％ 

 

７年超１０年以内 

年４．０％ 

年１．９％ 

連帯保証人 
原則として 
・個人の場合は不要 
・法人の場合は代表者 

 

 

連帯保証人の要件 

１ 県内居住者（１年以上） 

２ 独立の生計を営み、 

市町村税の滞納がなく、 

かつ保証能力を備えている

こと 

 

 

担保は原則不要 

（ただし、必要に応じて不動産

の担保を設定していただく場

合があります） 

設備資金 
店舗、工場等の新築、 
増改築、各種設備、機械
の購入等に必要な資金 

５，０００万円 
 

※運転資金と併せた場合 
５，０００万円 

１０年以内 
割賦償還 

（据置期間 
 ６か月以内） 

特別小口資金 

運転資金 
（原材料、商品の購入等、

諸経費の支払等に必要な

資金） 

１ 市内に事業所、店舗を有すること 

２ 市内で１年以上引き続き同一事業を営む

小規模企業者（常時使用する従業員が 

２０人（商業・サービス業にあっては 

５人）以下） 

３ 市税の滞納がない小規模企業者 

４ 申込年の前２期の決算が黒字であること 

（個人の場合は申込日以前１年間に  

住民税の所得割額があること） 

５ 他の融資資金（県制度を含む）との併用

はできません 

１，０００万円 

 

※運転資金と設備資金を併せた場合 

１，０００万円 

５年以内 割賦償還 

設備資金 
（店舗、工場等の増改築、

各種設備、機械の購入等

に必要な資金） 

創業資金 

運転資金 
（原材料、商品の購入等、

諸経費の支払等に必要な

資金） 

１ 産業競争力強化法第２条第３１項各号の

いずれかに該当し、新たに市内で事業を

開始しようとする又は事業を開始して１

年を経過していない創業者 

２ 市税の滞納がない創業者 

３ 融資は１回限り 

４ 事業を開始して１年を経過するまでは、 

他の融資資金との併用はできません 

５００万円 ５年以内 

割賦償還 
（据置期間 
 ６か月以内） 

年２．１％
（または融資
利率のいずれ
か低い割合） 設備資金 

（店舗、工場等の増改築、

各種設備、機械の購入等

に必要な資金） 

１，５００万円 

 

※運転資金と併せた場合 

２，０００万円 

１０年以内 

 

企業規模 
・中小企業信用保険法に定める中小企業者が対象で、資本金（出資金）又は常時使用する従業員数が 

下記のいずれかに該当すること 

業種 資本金（出資金） 常時使用する従業員数 

製造業等（建設業、運送業等を含む） ３  億  円以下 ３００人以下 

卸売業 １  億  円以下 １００人以下 

サービス業 ５，０００万円以下 １００人以下 

小売業 ５，０００万円以下  ５０人以下 

医業 ― ３００人以下 

 

対象外の業種及びご利用になれない方 
１ 農林漁業、金融業、土地売買業（投機目的の場合）、宗教法人、その他、千葉県信用 

保証協会において不適当と認める業種（許認可業種において許可等を得ていない方） 

２ 銀行取引停止を受けている方及び不渡後６か月を経過しない方 

３ 千葉県信用保証協会（他協会を含む）の代位弁済を受け、その求償債務が残っている方、又は、 

その連帯保証人の方 

 
 

申込先 

・千葉銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、館山信用金庫、君津信用組合 

・袖ケ浦市商工会 

注意事項 
１ 既に受けている融資資金と同じ融資資金の追加融資を受ける場合は、既に受けている 

融資資金の残高と追加融資額の合計額が融資限度額内でなければなりません 

２ 借換えはできません 
３ この制度は、千葉県信用保証協会の信用保証付き制度となりますので、別途、千葉県信用 

保証協会の定める信用保証料が必要となります 

 ４ 袖ケ浦市に市税の申告・納税していることが必要です 

 ５ 融資実行後に市外転出し、市内に事業所や店舗が無くなる場合、融資要件を満たさないた

め、融資残高の一括返済となりますので、ご注意ください 

 ６ 設備資金の資金使途が事業用自動車購入の場合、市が明らかに事業に必要でないと判断する

装飾品等については、その装飾品等に係る費用については融資の対象外となります 


